
 

２．組合から会社への組織変更手順の全体的なスケジュール 

ＱＱ 組合から会社への組織変更は、どのような手順で進めればよいのですか。 

  

ＡＡ 

○ 全体的なスケジュールをお示しすると、概ね以下のとおりとなります。 

（詳細については、中央会各担当者にお問い合わせ下さい。） 

 

 組織変更についての検討  

 

 理事会の開催 （総会開催の決定） 

 

 総会招集の通知 （２週間前までに通知） 

 組織変更に反対する組合員は、総会に先立って書面で意思表示   

 

 総会の開催 （組織変更計画書の承認の議決、取締役・監査役の選任） 

 

  設立途中の会社の取締役会の開催 （代表取締役の選任） 

 

 定款所定の方法で公告（議決の内容・貸借対照表）（議決の日から２週間以内） 

 官報公告・知れたる債権者への催告  （１カ月以上）（債権者保護手続） 

 

総会に先立って書面により組織変更に反対の意思表示をした組合員が持分払戻し

を請求（組織変更の議決の日から２０日以内に書面で） 

 

 組織変更効力発生日  ＝  株式会社成立   

  組織変更の届出 （遅滞なく） 

 組合解散の登記・会社設立の登記 （主たる事務所・本店所在地２週間以内） 

 組合員への株式の割当ての効果の発生     株券の発行（株式会社）  

 持分払戻請求をした元組合員に対する持分払戻し  

 組織変更事項を記載した書面の備置き等  

 組織変更無効の訴えの提起  （組織変更の日から６カ月以内） 


